
議案第２４号

渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

令和８年２月２７日提出

渋川市長 星 名 建 市

渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

渋川市福祉医療費の支給に関する条例（平成１８年渋川市条例第１４５号

）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

８ この条例において「個人番号カード」とは、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号

）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。

第３条第１項第３号中「群馬県後期高齢者医療広域連合」を「後期高齢者

医療広域連合」に改め、同条第３項中「令第１２条第４項において読み替え

て準用する」を削り、「（総所得金額に係る部分を除く。）の例による」を

「を準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、同条第１項中「合計額から８万円を控除した額」と

あるのは「合計額」と、同条第２項第１号中「、第２号、第４号」とある

のは「から第４号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額

、社会保険料控除額」と、同項第２号中「第３４条第１項第６号に規定す

る控除」とあるのは「第３４条第１項第６号に規定する控除（同法に規定

する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。）」と

読み替えるものとする。

第４条第１項中「資格」を「受給資格」に改め、同条第２項中「場合にお

いて」を「規定による申請は」に改め、「当該申請を」を削り、同条第３項

本文を次のように改める。

市長は、第１項に規定する認定（以下「受給資格認定」という。）を行

ったときは、福祉医療費受給資格者証（以下「受給資格者証」という。）

を、規則で定める受給資格認定の有効期間を付して、交付することができ



る。

第５条を次のように改める。

（受給資格認定の更新）

第５条 受給資格認定を受けた支給対象者（この項の規定による受給資格認

定の更新を受けた者を含む。以下「受給資格者」という。）は、有効期間

以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請し

、その受給資格について当該受給資格認定の更新を受けなければならない

。この場合においては、前条第２項及び第３項の規定を準用する。

２ 受給資格認定の更新にあっては、受給資格者の受給資格が明らかである

ときは、前項の規定にかかわらず、市長は、申請によらず行うことができ

る。

第６条の見出しを「（受給資格認定及び減額認定に関する情報の提供等）

」に改め、同条第１項中「第４条第３項又は前条第３項の規定により受給資

格者証の交付を受けた者」を「受給資格者」に改め、「受けるとともに」の

次に「、個人番号カードを用いて情報通信の技術を利用する方法により受給

資格認定に関する情報を提供し、又は」を加え、同条第２項中「第４条第１

項の規定により市長の認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）」を

「受給資格者」に、「その認定」を「その受給資格認定」に改める。

第７条第３項中「認定」を「受給資格認定」に改める。

第１０条第２号イ中「当該療養以前１２月以内の高額療養費の支給が４回

以上ある場合の」を「当該療養があった月以前の１２月以内に既に高額療養

費が支給されている月数が３月以上ある場合の」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正前の第４条第３項又は第５条第３項の規定により交

付された受給資格者証は、この条例による改正後の第４条第３項（この条

例による改正後の第５条第１項の規定において準用する場合を含む。）の

規定により交付された受給資格者証とみなす。



理 由

マイナンバーカードと福祉医療費受給資格者証の一体化に伴い、所要の改

正をしようとするものである。



渋川市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ この条例において「個人番号カード」とは、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号

）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。

（支給対象者） （支給対象者）

第３条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者 第３条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者

又は被扶養者で、渋川市に住所を有する者、国民健康保険法第１１６条の 又は被扶養者で、渋川市に住所を有する者、国民健康保険法第１１６条の

２の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の ２の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の

医療の確保に関する法律第５５条及び第５５条の２の規定により群馬県後 医療の確保に関する法律第５５条及び第５５条の２の規定により群馬県後

期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定 期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定

の適用を受ける前に渋川市に住所を有していたと認められる者のうち、次 の適用を受ける前に渋川市に住所を有していたと認められる者のうち、次

の各号のいずれかに該当する者（以下「支給対象者」という。）に支給す の各号のいずれかに該当する者（以下「支給対象者」という。）に支給す

る。 る。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 高齢者の医療の確保に関する法律第５０条、第５５条又は第５５ （３） 高齢者の医療の確保に関する法律第５０条、第５５条又は第５５

条の２の規定により後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医 条の２の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医

療の被保険者であって、前号イ、ウ又はエに該当するもの（第５号又は 療の被保険者であって、前号イ、ウ又はエに該当するもの（第５号又は

第６号に該当する者を除く。） 第６号に該当する者を除く。）

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項第３号に規定する所得の範囲については、令第４条に規定する所得 ３ 前項第３号に規定する所得の範囲については、令第４条に規定する所得

の範囲とし、所得の額の計算方法については、 の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第１２条第４項において

令第５条の規定を準用する 読み替えて準用する令第５条の規定（総所得金額に係る部分を除く。）の

。この場合において、同条第１項中「合計額から８万円を控除し 例による。

た額」とあるのは「合計額」と、同条第２項第１号中「、第２号、第４号

」とあるのは「から第４号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療

費控除額、社会保険料控除額」と、同項第２号中「第３４条第１項第６号

に規定する控除」とあるのは「第３４条第１項第６号に規定する控除（同
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法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る

。）」と読み替えるものとする。

４ （略） ４ （略）

（受給資格の認定等） （受給資格の認定等）

第４条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に 第４条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に

申請し、その受給資格について認定を受けなければならない。 申請し、その資格 について認定を受けなければならない。

２ 前項の規定による申請は、市長が必要と認めた場合は、支給対象者の保 ２ 前項の場合において 、市長が必要と認めた場合は、支給対象者の保

護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護しているも 護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護しているも

の（以下「保護者等」という。）が支給対象者に代わり 行うこ の（以下「保護者等」という。）が支給対象者に代わり当該申請を行うこ

とができるものとする。 とができるものとする。

３ 市長は、第１項に規定する認定（以下「受給資格認定」という。）を行 ３ 市長は、第１項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資

ったときは、福祉医療費受給資格者証（以下「受給資格者証」という。） 格者証（以下「受給資格者証」という。）を有効期間を付して交付するも

を、規則で定める受給資格認定の有効期間を付して、交付することができ のとする。

る。ただし、前条第１項第４号に該当する支給対象者に対しては、受給資 ただし、前条第１項第４号に該当する支給対象者に対しては、受給資

格認定通知をもってこれに代えることができる。 格認定通知をもってこれに代えることができる。

（受給資格認定の更新） （受給資格の更新）

第５条 受給資格認定を受けた支給対象者（この項の規定による受給資格認 第５条 前条第３項の規定により受給資格者証の交付を受けた支給対象者は

定の更新を受けた者を含む。以下「受給資格者」という。）は、有効期間 、有効期間以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、資

以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請し 格の更新について市長に申請（以下「更新申請」という。）を行い、認定

、その受給資格について当該受給資格認定の更新を受けなければならない を受けなければならない。この場合においては、同条第２項の規定を準用

。この場合においては、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 する。

２ 受給資格認定の更新にあっては、受給資格者の受給資格が明らかである ２ 市長は、前項の規定により更新申請があった者について、支給対象者で

ときは、前項の規定にかかわらず、市長は、申請によらず行うことができ あると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有

る。 効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

３ 市長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給

資格者証を更新後の有効期間を付して交付するものとする。

４ 前３項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者証の交付を受けた者に

係る受給資格が有効期間の満了後においても明らかであると認めるときは

、第１項の規定による更新申請がない場合であっても、有効期間の更新を

行うことができる。

（受給資格認定及び減額認定に関する情報の提供等） （受給資格者証及び減額認定証の提示）

第６条 受給資格者 第６条 第４条第３項又は前条第３項の規定により受給資格者証の交付を受

は、県内の医療機関等において医療又は施術を受けようとするとき けた者は、県内の医療機関等において医療又は施術を受けようとするとき

は、電子資格確認等、資格確認書等の提示その他被保険者資格を確認でき は、電子資格確認等、資格確認書等の提示その他被保険者資格を確認でき
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ると認められる方法により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け ると認められる方法により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け

るとともに、個人番号カードを用いて情報通信の技術を利用する方法によ るとともに

り受給資格認定に関する情報を提供し、又は受給資格者証を提示しなけれ 受給資格者証を提示しなけれ

ばならない。 ばならない。

２ 受給資格者 ２ 第４条第１項の規定により市長の認定を受けた者（以下「受給資格者」

のうち重度心身障害者等としてその受給資格認定を受けた者は という。）のうち重度心身障害者等としてその認定 を受けた者は

、次条第３項第１号又は第２号に係る福祉医療費の支給を受けようとする 、次条第３項第１号又は第２号に係る福祉医療費の支給を受けようとする

ときは、前項の確認を受ける際に、健康保険法施行規則（大正１５年内務 ときは、前項の確認を受ける際に、健康保険法施行規則（大正１５年内務

省令第３６号）第５８条第１号から第３号までに掲げる者又はこれらに相 省令第３６号）第５８条第１号から第３号までに掲げる者又はこれらに相

当する者であることを電子資格確認等又は減額認定証若しくは資格確認書 当する者であることを電子資格確認等又は減額認定証若しくは資格確認書

等の提示により示さなければならない。 等の提示により示さなければならない。

（福祉医療費の支給対象額） （福祉医療費の支給対象額）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の規定にかかわらず、受給資格者のうち重度心身障害者等として ３ 第１項の規定にかかわらず、受給資格者のうち重度心身障害者等として

その受給資格認定を受けた者が前条第２項の規定により健康保険法施行規 その認定 を受けた者が前条第２項の規定により健康保険法施行規

則第５８条第１号から第３号までに掲げる者又はこれらに相当する者であ 則第５８条第１号から第３号までに掲げる者又はこれらに相当する者であ

ることを示さなかったときは、次に掲げるものに係る福祉医療費は支給し ることを示さなかったときは、次に掲げるものに係る福祉医療費は支給し

ない。 ない。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（届出の義務） （届出の義務）

第１０条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するとき 第１０条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その旨を、速やかに市長に届け出なければならない。 は、その旨を、速やかに市長に届け出なければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 社会保険関係各法及び関係政省令等により高額療養費等が支給さ （２） 社会保険関係各法及び関係政省令等により高額療養費等が支給さ

れる場合であって、次のいずれかに該当したとき（市が行う国民健康保 れる場合であって、次のいずれかに該当したとき（市が行う国民健康保

険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療 険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療

の被保険者を除く。）。 の被保険者を除く。）。

ア （略） ア （略）

イ 高額療養費の限度額の算定に当たって当該療養があった月以前の１ イ 高額療養費の限度額の算定に当たって当該療養以前１２月以内の高

２月以内に既に高額療養費が支給されている月数が３月以上ある場合 額療養費の支給が４回以上ある場合の

の特例の適用を受けたとき。 特例の適用を受けたとき。

ウ・エ （略） ウ・エ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）


